
【第１号様式（別紙２）】（第４条関係） 

事業承継の概要書 

 

１ 第三者承継（Ｍ＆Ａ）の譲受側 

※譲受側が確定している場合に記載してください。譲受側は、事業承継後に県内で事業を営むこと。 

（フリガナ） 

名称（商号又は屋号） 
 

所在地 〒 

代表者 役職・氏名  

主な業種     

規模 資本金         円 従業員数          人  

企業の事業概要 

※会社案内やパンフレット等で企業の事業概要を記載した書類を添付すれ

ば省略可 

 

 

 

２ 今後５年間の事業の承継に向けた実施内容について 

年度 実施内容 

１年目 

初期診断、事業用資産や企業価値の算出・分析、Ｍ＆Ａの着手 

専門家の知見を活用することで、現状の課題を分析した上で第三者承継（Ｍ＆

Ａ）に向けて、今後の経営戦略を策定する。 

また、第三者承継（Ｍ＆Ａ）における譲受側との交渉に向けて、自社の株価や

事業資産の算定を行う。 

さらに、専門家を活用した企業価値の算定を行い、譲受企業との交渉材料とす

るほか、民間のファイナンシャルアドバイザーを活用した譲受企業探しを始め

る。 

２年目 

譲受企業の選定・交渉、基本合意の締結 

民間のファイナンシャルアドバイザーを活用し、譲受企業候補を選定する。 

選定後は秘密保持契約を締結し、譲受企業とのトップ面談を実施する。 

その後、具体的なＭ＆Ａスキーム、取引価格、デューデリジェンスの協力等に

関して基本合意を締結する。 

３年目 

譲受企業との交渉、最終契約の締結 

民間のファイナンシャルアドバイザーへの相談のもと、デューデリジェンスの

結果を受けて、最終的な取引金額や譲渡の範囲、譲渡後の従業員の待遇に関し

て譲受企業との交渉を行い、最終契約を締結する。 

４年目 

クロージング、ＰＭＩ 

最終契約で締結した内容をもとに必要な許認可等の手続きを実施する。 

また、経理システムや給与体系、従業員の意識や社風の統一等を円滑に進める

ため、譲受企業との積極的な連携を行う。 

譲受側が未定の場合、記載する必要はありません。 

これまで事業を営んでいない個人事業者

が譲受側の場合、記載できる範囲で記載

してください。 

 

個人事業者は記載不要です。 

具体的に記載してください。 



５年目 
（省略） 

 

３ 事業を承継する時期までの経営の計画等について 

事業を承継する時期（予定） 令和○年○月 ～  令和○年○月 

当該時期までの経営上の課題 

県内店舗内の製造設備は、昭和５０年に完成以来、必要により設

備の修理・更新を行っているものの、全体的に老朽化が否めない。

また、既存顧客だけでなく、県外の新規顧客の獲得を目標に始め

たＥＣでの売上が伸び悩んでいる。 

当該課題への対応 

近い将来において店舗の新設備の導入を検討し、メンテナンスの

マニュアルの確立等を通じて設備の長寿命化を図る整備作業の

体制構築を目指す。また、ＥＣサイト運営のコンサルティング会

社の支援を受けながら、ＥＣサイトのリニューアルや新商品の開

発、ＳＮＳ活用により売上改善を図る。 

 ※事業を承継する時期までの企業価値の向上等に向けた取組内容を記載してください。 

事業承継（経営権の譲渡等）を終える予定の場合、記載不要です。 


